
○
経
済
産
業
省
告
示
第
四
十
八
号

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
及
び
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八

年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を

定
め
る
告
示
及
び
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め

る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
及
び
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器

保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条

容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示

第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の



を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

案

現

行

（
一
般
継
目
な
し
容
器
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な

（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
及
び
一
般
継
目
な

し
容
器
の
外
観
検
査
）

し
容
器
の
外
観
検
査
）

第
三
条

一
般
継
目
な
し
容
器
（
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
を
除
く
。

第
三
条

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
及
び
一
般
継

第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継

目
な
し
容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

目
な
し
容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
五

［
略
］

一
～
五

［
略
］

（
一
般
継
目
な
し
容
器
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な

（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
及
び
一
般
継
目
な

し
容
器
の
耐
圧
試
験
）

し
容
器
の
耐
圧
試
験
）

第
五
条

一
般
継
目
な
し
容
器
及
び
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継

第
五
条

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
及
び
一
般
継

目
な
し
容
器
の
耐
圧
試
験
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

目
な
し
容
器
の
耐
圧
試
験
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

（
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
の
外
観
検
査
等
）

第
五
条
の
二

規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器

［
新
設
］

（
以
下
単
に
「
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
」
と
い
う
。
）
の
外
観
検

査
、
書
類
検
査
及
び
超
音
波
探
傷
試
験
は
、
日
本
非
破
壊
検
査
協
会
規
格

Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｓ
２
４
３
０
（２

０
１

７

）
半
導
体
製
造
用
高
圧
ガ
ス
容
器
の
超

音
波
探
傷
試
験
に
よ
る
再
検
査
方
法
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
一
般
複
合
容
器
の
外
観
検
査
）

（
一
般
複
合
容
器
の
外
観
検
査
）

第
十
五
条

一
般
複
合
容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も

第
十
五
条

一
般
複
合
容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

一

容
器
は
、
内
外
面
の
さ
び
等
の
付
着
物
を
除
去
し
た
後
、
次
に
定
め

一

容
器
は
、
内
外
面
の
さ
び
等
の
付
着
物
を
除
去
し
た
後
、
次
の
イ
か

る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
部
検
査
及
び
内
部
検
査
を
行
い
、
そ
の
い
ず
れ
に

ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
部
検
査
及
び
内
部
検
査
を
行
い



も
合
格
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
除
去
で
き
な
い
異
物
が
あ

、
そ
の
い
ず
れ
に
も
合
格
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
除
去
で

る
と
き
は
不
合
格
と
す
る
。

き
な
い
異
物
が
あ
る
と
き
は
不
合
格
と
す
る
。

イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

ニ

一
般
複
合
容
器
（
液
化
石
油
ガ
ス
用
一
般
複
合
容
器
を
除
く
。
）

ニ

一
般
複
合
容
器
（
液
化
石
油
ガ
ス
用
一
般
複
合
容
器
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
、
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
外
部
切
り
傷
等
に
つ
い

に
あ
っ
て
は
、
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
外
部
切
り
傷
等
に
つ
い

て
は
、
次
の
基
準
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
場
合
に
合
格
と
す
る
。

て
は
、
次
の
基
準
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
場
合
に
合
格
と
す
る
。

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
に
切
り
傷
等
が
な
い
こ
と
、
又

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
に
切
り
傷
等
が
な
い
こ
と
。
た

（ｲ）

（ｲ）

は
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
に
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た

だ
し
、
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部

許
容
傷
深
さ
の
値
以
下
の
切
り
傷
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
繊
維

分
の
許
容
傷
深
さ
の
値
以
下
の
切
り
傷
等
で
あ
っ
て
、
繊
維
が
露

が
露
出
し
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

出
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
傷
を
樹
脂
で
補
修
す
る
こ
と
に
よ
り

部
分
に
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
許
容
傷
深
さ
の
値
以
下
の
切

合
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

り
傷
等
が
あ
り
、
か
つ
、
繊
維
が
露
出
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該

傷
を
樹
脂
で
補
修
す
る
こ
と
に
よ
り
合
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
［
略
］

［
略
］

（ロ）

（ロ）

ホ

［
略
］

ホ

［
略
］

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
）

第
二
十
二
条 

［
略
］

２

規
則
第
二
十
六
条
第
四
項
第
三
号
及
び
同
条
第
五
項
第
四
号
の
告
示
で

（
容
器
再
検
査
に
お
け
る
容
器
の
規
格
）

第
二
十
二
条 

［
略
］

２

規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
及
び
同
条
第
四
項
第
四
号
の
告
示
で

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

（
一
般
附
属
品
の
外
観
検
査
）

（
一
般
附
属
品
の
外
観
検
査
）

第
二
十
四
条

附
属
品
（
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
、
圧
縮
天
然
ガ
ス

第
二
十
四
条

附
属
品
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮

自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容

圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置

器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車



用
容
器
、
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送

燃
料
装
置
用
容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い

自
動
車
用
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
一
般
附
属
品

る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
一
般
附
属
品
」
と
い
う
。
）
の
外
観
検
査
は
、

」
と
い
う
。
）
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る

次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

。一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

（
一
般
附
属
品
の
性
能
試
験
）

（
一
般
附
属
品
の
性
能
試
験
）

第
二
十
六
条

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
六
号
の
一
般
附
属
品
の
性
能
試

第
二
十
六
条

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
一
般
附
属
品
の
性
能
試

験
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

験
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

２

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
七
号
の
一
般
附
属
品
の
性
能
試
験
は
、
空

２

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
六
号
の
一
般
附
属
品
の
性
能
試
験
は
、
空

気
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
使
用
し
て
圧
力
を
徐
々
に
加
え
る
こ
と
に
よ
り
行

気
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
使
用
し
て
圧
力
を
徐
々
に
加
え
る
こ
と
に
よ
り
行

い
、
容
器
の
耐
圧
試
験
圧
力
の
十
分
の
八
以
下
の
圧
力
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

い
、
容
器
の
耐
圧
試
験
圧
力
の
十
分
の
八
以
下
の
圧
力
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
安
全
弁
に
あ
っ
て
は
耐

ラ
イ
ナ
ー
製
一
般
複
合
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
安
全
弁
に
あ
っ
て
は
耐

圧
試
験
圧
力
以
下
の
圧
力
、
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
低
圧
安
全
弁
に
あ

圧
試
験
圧
力
以
下
の
圧
力
、
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
低
圧
安
全
弁
に
あ

っ
て
は
当
該
安
全
弁
が
装
置
さ
れ
る
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
充

っ
て
は
当
該
安
全
弁
が
装
置
さ
れ
る
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
に
充

て
ん
す
べ
き
液
化
水
素
の
体
積
が
容
器
内
容
積
の
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
と

て
ん
す
べ
き
液
化
水
素
の
体
積
が
容
器
内
容
積
の
九
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
と

な
る
圧
力
以
下
の
圧
力
、
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
高
圧
安
全
弁
に
あ
っ

な
る
圧
力
以
下
の
圧
力
、
液
化
水
素
運
送
自
動
車
用
高
圧
安
全
弁
に
あ
っ

て
は
最
高
充
て
ん
圧
力
の
数
量
の
一
・
三
倍
以
下
の
圧
力
）
に
お
い
て
吹

て
は
最
高
充
て
ん
圧
力
の
数
量
の
一
・
三
倍
以
下
の
圧
力
）
に
お
い
て
吹

き
始
め
、
か
つ
、
吹
き
止
り
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
吹
き
止

き
始
め
、
か
つ
、
吹
き
止
り
が
確
実
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
吹
き
止

り
の
確
認
は
、
発
泡
液
を
塗
布
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

り
の
確
認
は
、
発
泡
液
を
塗
布
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

。

３

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
一
般
附
属
品
の
性
能
試
験
は
、
次

３

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
七
号
の
一
般
附
属
品
の
性
能
試
験
は
、
次

の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

（
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
用
附
属
品
の
外
観
検
査
等
）

［
新
設
］

第
二
十
六
条
の
二

半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
に
装
置
さ
れ
て
い
る
附



属
品
（
以
下
「
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
用
附
属
品
」
と
い
う
。
）

の
外
観
検
査
、
気
密
試
験
、
書
類
検
査
及
び
性
能
試
験
（
破
裂
板
及
び
溶

栓
以
外
の
安
全
弁
の
検
査
及
び
試
験
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
日
本
非
破
壊
検
査
協
会
規
格
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｓ
２
４
３
０
（２

０
１

７

）
半
導
体
製
造
用
高
圧
ガ
ス
容
器
の
超
音
波
探
傷
試
験
に
よ
る
再
検
査

方
法
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
回
の
附
属
品
再
検
査
時

に
当
該
附
属
品
を
容
器
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で
検
査
を
行
っ
た
場
合

の
外
観
検
査
、
気
密
試
験
及
び
性
能
試
験
は
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五

条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
の
性
能
試
験
）

（
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
附
属
品
の
性
能
試
験
）

第
二
十
八
条
の
二

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
八
号
の
圧
縮
水
素
運
送
自

第
二
十
八
条
の
二

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
七
号
の
圧
縮
水
素
運
送
自

動
車
用
附
属
品
の
性
能
試
験
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る

動
車
用
附
属
品
の
性
能
試
験
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す
る

。

。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
）

（
附
属
品
再
検
査
に
お
け
る
附
属
品
の
規
格
）

第
二
十
九
条

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
附
属
品
の
基
準
は
、
次

第
二
十
九
条

規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
附
属
品
の
基
準
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

（
検
査
設
備
の
基
準
）

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
三
十
一
条

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
検
査
設
備
の
基

第
三
十
一
条

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
検
査
設
備
の
基

準
（
溶
接
容
器
、
ろ
う
付
け
容
器
、
一
般
継
目
な
し
容
器
又
は
ア
ル
ミ
ニ

準
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
、
一
般
継
目
な

ウ
ム
合
金
製
ス
ク
ー
バ
用
継
目
な
し
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係

し
容
器
、
溶
接
容
器
及
び
ろ
う
付
け
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

容
器
の
さ
び
落
し
の
た
め
の
設
備
及
び
洗
浄
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る

一

容
器
の
さ
び
落
し
の
た
め
の
設
備
及
び
洗
じ
ょ
う
設
備
は
、
次
に
掲



も
の
の
う
ち
検
査
し
よ
う
と
す
る
容
器
に
適
し
た
も
の
を
備
え
る
こ
と

げ
る
も
の
の
う
ち
検
査
し
よ
う
と
す
る
容
器
に
適
し
た
も
の
を
備
え
る

。

こ
と
。

イ

容
器
回
転
式
洗
浄
機
（
内
部
に
鋼
球
等
を
挿
入
す
る
も
の
に
限
る

イ

容
器
回
転
式
洗
じ
ょ
う
機
（
内
部
に
鋼
球
等
を
挿
入
す
る
も
の
に

。
）

限
る
。
）

ロ

ワ
イ
ヤ
ー
等
を
用
い
る
回
転
式
清
浄
機

ロ

ワ
イ
ヤ
ー
等
を
用
い
る
回
転
式
清
じ
ょ
う
機

ハ

酸
若
し
く
は
そ
の
他
の
薬
剤
又
は
水
圧
等
を
用
い
る
洗
浄
設
備
（

ハ

酸
又
は
そ
の
他
の
薬
剤
等
を
用
い
る
洗
じ
ょ
う
設
備
（
中
和
設
備

中
和
設
備
を
含
む
。
）

を
含
む
。
）

ニ
・
ホ

［
略
］

ニ
・
ホ

［
略
］

ヘ

合
成
樹
脂
製
ブ
ラ
シ
等
の
ね
じ
部
を
清
浄
す
る
た
め
の
器
具

ヘ

合
成
樹
脂
製
ブ
ラ
シ
等
の
ね
じ
部
を
清
じ
ょ
う
す
る
た
め
の
器
具

二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］

四

容
器
の
傷
及
び
肉
厚
を
超
音
波
探
傷
試
験
に
よ
り
確
認
す
る
た
め
の

［
新
設
］

設
備
は
、
当
該
設
備
に
用
い
る
超
音
波
探
傷
器
の
周
波
数
範
囲
が
少
な

く
と
も
一
か
ら
五
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
範
囲
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
超
音

波
探
傷
器
と
探
触
子
と
を
組
み
合
わ
せ
た
場
合
に
十
分
な
感
度
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
～
十
二

［
略
］

四
～
十
一

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
一
般
複
合
容
器
を

３

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
一
般
複
合
容
器
を

再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め

再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

容
器
の
さ
び
落
し
の
た
め
の
設
備
及
び
洗
浄
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る

一

容
器
の
さ
び
落
し
の
た
め
の
設
備
及
び
洗
じ
ょ
う
設
備
は
、
次
に
掲

も
の
の
う
ち
検
査
し
よ
う
と
す
る
容
器
に
適
し
た
も
の
を
備
え
る
こ
と

げ
る
も
の
の
う
ち
検
査
し
よ
う
と
す
る
容
器
に
適
し
た
も
の
を
備
え
る

。

こ
と
。

イ

容
器
回
転
式
洗
浄
機
（
内
部
に
セ
ラ
ミ
ッ
ク
球
等
を
挿
入
す
る
も

イ

容
器
回
転
式
洗
じ
ょ
う
機
（
内
部
に
セ
ラ
ミ
ッ
ク
球
等
を
挿
入
す

の
に
限
る
。
）

る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

ワ
イ
ヤ
ー
等
を
用
い
る
回
転
式
清
浄
機

ロ

ワ
イ
ヤ
ー
等
を
用
い
る
回
転
式
清
じ
ょ
う
機

ハ

酸
又
は
そ
の
他
の
薬
剤
等
を
用
い
る
洗
浄
設
備
（
中
和
設
備
を
含

ハ

酸
又
は
そ
の
他
の
薬
剤
等
を
用
い
る
洗
じ
ょ
う
設
備
（
中
和
設
備

む
。
）

を
含
む
。
）



ニ

［
略
］

ニ

［
略
］

二
～
八

［
略
］

二
～
八

［
略
］

４

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自

４

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
圧
縮
天
然
ガ
ス
自

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
国
際
圧

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用

縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
、
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用

容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係

容
器
及
び
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
容
器
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

容
器
の
表
面
を
清
浄
に
す
る
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

一

容
器
の
表
面
を
清
じ
ょ
う
に
す
る
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も

す
る
。

の
と
す
る
。

イ

高
圧
空
気
に
よ
り
塵
等
を
除
去
す
る
た
め
の
設
備
又
は
洗
浄
液
噴

イ

高
圧
空
気
に
よ
り
塵
等
を
除
去
す
る
た
め
の
設
備
又
は
洗
じ
ょ
う

霧
装
置

液
噴
霧
装
置

ロ

［
略
］

ロ

［
略
］

二
～
四

［
略
］

二
～
四

［
略
］

５

［
略
］

５

［
略
］

６

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
一
般
附
属
品
及
び

６

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
一
般
附
属
品
を
再

半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
用
附
属
品
を
再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係

検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

気
密
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え
る
こ
と
。

一

気
密
試
験
の
た
め
の
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
備
え
る
こ
と
。

イ

空
気
又
は
不
活
性
ガ
ス
（
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
用
附
属

イ

空
気
又
は
不
活
性
ガ
ス
を
気
密
試
験
圧
力
以
上
の
圧
力
に
調
整
し

品
に
あ
っ
て
は
、
大
気
圧
の
下
で
露
点
が
零
下
六
十
度
以
下
の
不
活

て
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
圧
縮
機
、
蓄
圧
器
又
は
充
塡
容
器
及
び

性
ガ
ス
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
気
密
試
験
圧

接
続
配
管

力
以
上
の
圧
力
に
調
整
し
て
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
圧
縮
機
、
蓄

圧
器
又
は
充
塡
容
器
及
び
接
続
配
管

ロ
・
ハ

［
略
］

ロ
・
ハ

［
略
］

二

［
略
］

二

［
略
］

７
・
８

［
略
］

７
・
８

［
略
］

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
）

（
容
器
再
検
査
に
合
格
し
た
容
器
の
刻
印
等
）



第
三
十
二
条

規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
第
五
号
の
告
示
で
定
め
る
証
票
は

第
三
十
二
条

規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
告
示
に
定
め
る
証
票
は

、
様
式
第
四
（
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

、
様
式
第
四
（
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に

あ
っ
て
は
様
式
第
四
の
二
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

あ
っ
て
は
様
式
第
四
の
二
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
及

び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
の
三

び
圧
縮
水
素
二
輪
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
の
三

、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て

、
低
充
塡
サ
イ
ク
ル
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
あ
っ
て

は
様
式
第
四
の
四
）
に
定
め
る
容
器
再
検
査
合
格
証
票
と
し
、
こ
れ
を
燃

は
様
式
第
四
の
四
）
に
定
め
る
容
器
再
検
査
合
格
証
票
と
し
、
こ
れ
を
燃

料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
も
の
と
す
る
。

料
充
塡
口
近
傍
へ
貼
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
等
）

（
附
属
品
再
検
査
に
合
格
し
た
附
属
品
の
刻
印
等
）

第
三
十
三
条

規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
告
示
で
定
め
る
方
式

第
三
十
三
条

規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
告
示
に
定
め
る
方
式

は
、
薄
板
に
刻
印
し
た
も
の
を
取
れ
な
い
よ
う
に
附
属
品
の
見
や
す
い
箇

は
、
薄
板
に
刻
印
し
た
も
の
を
取
れ
な
い
よ
う
に
附
属
品
の
見
や
す
い
箇

所
に
溶
接
を
し
、
は
ん
だ
付
け
を
し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
す
る
方
式
と
す

所
に
溶
接
を
し
、
は
ん
だ
付
け
を
し
、
又
は
ろ
う
付
け
を
す
る
方
式
と
す

る
。
た
だ
し
、
半
導
体
製
造
用
継
目
な
し
容
器
用
附
属
品
に
あ
っ
て
は
ア

る
。
た
だ
し
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮
水
素

ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
刻
印
し
た
も
の
を
附
属
品
の
見
や
す
い
箇
所
に
貼
付
す

自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属

る
こ
と
を
も
っ
て
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
圧
縮

品
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
に
あ
っ
て
は
前
条
に

水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
、
国
際
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用

よ
る
容
器
に
係
る
証
票
の
貼
付
を
も
っ
て
、
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車
用
附

附
属
品
及
び
液
化
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
附
属
品
に
あ
っ
て
は
前

属
品
に
あ
っ
て
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
刻
印
し
た
も
の
を
当
該
附
属
品
が

条
に
よ
る
容
器
に
係
る
証
票
の
貼
付
を
も
っ
て
、
圧
縮
水
素
運
送
自
動
車

装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

用
附
属
品
に
あ
っ
て
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
刻
印
し
た
も
の
を
当
該
附
属

が
で
き
る
。

品
が
装
置
さ
れ
て
い
る
容
器
に
貼
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一

部
改
正
）

第
二
条

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示

（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
の
外
観
検
査
）

（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
複
合
容
器
の
外
観
検
査
）

第
四
十
二
条

容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す

第
四
十
二
条

容
器
の
外
観
検
査
は
、
次
の
各
号
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で

る
。
こ
の
場
合
、
検
査
は
、
容
器
を
自
動
車
に
装
置
し
た
ま
ま
の
状
態
で

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

容
器
は
、
石
は
ね
等
の
外
的
要
因
に
よ
る
傷
、
腐
食
等
が
発
生
す
る

一

容
器
は
、
石
は
ね
等
の
外
的
要
因
に
よ
る
傷
、
腐
食
等
が
発
生
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
埃
等
を
除
去
し
、
か
つ
、
塗
膜
に
割
れ
、
剥
離

お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
埃
等
を
除
去
し
、
か
つ
、
塗
膜
に
割
れ
、
剥
離

、
膨
れ
等
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
箇
所
の
塗
膜
を
除
去
し
た
も
の
と
し

、
膨
れ
等
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
箇
所
の
塗
膜
を
除
去
し
た
も
の
と
し

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
観
検
査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
外
観
検
査
を
行
い
、
こ
れ
に
合
格
す
る

こ
と
。

こ
と
。

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
略
］

ハ

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
外
部
切
り
傷
等
に
つ
い
て
は
、
次
の

ハ

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
外
部
切
り
傷
等
に
つ
い
て
は
、
次
の

基
準
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
場
合
に
合
格
と
す
る
。

基
準
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
場
合
に
合
格
と
す
る
。

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
に
切
り
傷
等
が
な
い
こ
と
、
又

繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
に
切
り
傷
等
が
な
い
こ
と
。
た

(ｲ)

(ｲ)

は
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
に
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た

だ
し
、
切
り
傷
等
の
深
さ
が
〇
・
二
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
又
は

許
容
傷
深
さ
の
値
以
下
の
切
り
傷
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
繊
維

刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
分
の
許

が
露
出
し
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

容
傷
深
さ
の
値
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
傷
を
樹
脂
で
補
修
す

部
分
に
刻
印
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
許
容
傷
深
さ
の
値
以
下
の
切

る
こ
と
に
よ
り
合
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

り
傷
等
が
あ
り
、
か
つ
、
繊
維
が
露
出
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該

傷
を
樹
脂
で
補
修
す
る
こ
と
に
よ
り
合
格
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
［
略
］

［
略
］

(ロ)

(ロ)

二
～
四

［
略
］

二
～
四

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。


